
 

 

 

 

 

「第２次名張市ばりばり食育推進計画」の推進状況について 

 

 

令和６年８月２０日 
全員協議会資料 

福祉子ども部 健康・子育て支援室 



令和5年度取組  １．家庭における食育の推進

１．家庭における食育の推進
（１）健やかな心と体を育む生活習慣の形成

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
健康・子育て
支援室

「地域の広場」等において「早寝早起
き朝ごはん」を基本とした生活リズム
定着の必要性の啓発を⾏います。

「早寝早起き朝ごはん」のリーフレッ
トを⽤いて、地域の広場で啓発を⾏い
ました。

学校教育室 「早寝早起き朝ごはん」について、学
校からの通信や学校ホームページ等を
活⽤し、引き続き保護者や地域に啓発
を⾏い、児童の基本的生活習慣の形成
を図ります。

・「早寝早起き朝ごはん」について、
学校通信やホームページ等を活⽤し、
保護者や地域に啓発を⾏いました。
・児童生徒の基本的生活習慣について
は、全国体⼒・運動能⼒、運動習慣等
調査にも項目があることから、食育担
当者会において市内の児童生徒の状況
を各学校に伝えるとともに、調査結果
を分析し、課題解決に向けた指導を進
めるよう促しました。

妊娠期及び授乳期における望ましい食生
活の実現のため、「妊産婦のための食生
活指針」等を活⽤した栄養指導を⾏いま
す。

健康・子育て
支援室

・⺟子健康⼿帳発⾏教室において栄養
指導を⾏います。
・妊産婦へ健診の結果を基に栄養指導
を⾏います。

・⺟子健康⼿帳発⾏教室を開催し、栄
養指導を実施しました。（２６回）
・妊婦健診の結果、栄養指導が必要で
あった妊婦に指導を⾏いました。
・妊娠８か月の人を対象にリーフレッ
ト「妊娠中の食事のポイント」を送付
しました。

「授乳・離乳の支援ガイド」に基づき、
妊産婦や子どもに関わる多機関、多職種
の保健医療従事者が授乳及び離乳に関す
る基本的事項を共有し、妊娠中から離乳
の完了に⾄るまで、支援内容が異なるこ
とのないよう一貫した支援を推進しま
す。

健康・子育て
支援室

妊産婦や子どもに関わる多機関・多職
種の関係者が妊娠中から離乳の完了に
⾄るまで一貫した伴走型相談支援が実
施できるよう支援します。

・６月の子育て支援員研修で、離乳食
について講義をしました。
・医療機関と情報共有し、一貫した指
導・支援を⾏いました。
・２月１７⽇に「がんばりすぎない離
乳食教室」を開催し、とりわけ離乳食
の調理実習を⾏いました。(７組・１
０人参加)

朝食を摂ることや早寝早起きを実践する
ことなど、子どもの健やかな生活習慣の
形成のため、「早寝早起き朝ごはん」の
運動等を学校や地域等の協⼒を得ながら
推進します。
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令和5年度取組  １．家庭における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
乳幼児健康相談や乳幼児健康診査等にお
いて、健やかな生活習慣の形成に向けた
基本的な生活や食習慣についての指導を
⾏います。

健康・子育て
支援室

各健康診査及び健康相談において基本
的な生活や食習慣について指導を⾏
い、健やかな生活習慣の形成を図りま
す。

・各健康診査、各相談及び離乳食教室
において指導を⾏いました。
１歳６か月児健康診査（２４回）
３歳６か月児健康診査（２４回）
乳幼児健康相談（１２回）
かがやき健康相談（１２回）
離乳食教室（１１回）
・３歳６か月児健康診査時に「早寝早
起き朝ごはん」のリーフレットを⽤い
て管理栄養⼠が指導を⾏いました。

3



 １．家庭における食育の推進

（２）豊かな食生活を送るための望ましい食習慣の定着
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告

健康・子育て
支援室

子育て世帯を対象に「親子で作る朝食
レシピ」「野菜を使った簡単レシピ」
をテーマにした食育講座を実施しま
す。

・食育講座を開催しました。（全２
回）
第１回︓９月９⽇
「親子で簡単︕子どもが喜ぶ朝食メ
ニュー」（７組・１７人参加）
第２回︓１１月２⽇
「⼤人向け料理教室 カラダにしみる
中華ごはん」（７人参加）
・名張近鉄ガス株式会社が１１月５⽇
に開催した「ばりっこレシピコンテス
ト」の審査に協⼒しました。応募総数
４３３件の中から３組の親子が実技⼤
会に参加しました。

文化生涯学習
室

放課後子ども教室において調理体験等
の活動への支援を⾏います。

放課後子ども教室において、食習慣や
食事の楽しさを学ぶ事業実施を促し、
親子でお弁当作り、竹巻パン作り、お
菓子作り等の活動を実施しました。

家族等と食卓を囲み、楽しく食事をし、
コミュニケーションを図る「共食（トモ
ショク）」の推進に取り組みます。

健康・子育て
支援室

クッキングコンテストを開催し、「共
食（トモショク）」の周知を⾏いま
す。

市内企業が開催した、クッキングコン
テスト応募⽤紙に「共食(トモショ
ク)」の説明を掲載し、小学校児童等
約４，０００人に配布しました。

子どもが料理をする体験を通じて、望ま
しい食習慣を学び、食事を楽しむ機会を
提供する活動を進めます。
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 １．家庭における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
食に関する学習や体験活動を通じて、家
庭と地域等が連携した食育の推進を図り
ます。

子ども家庭室 食に関する学習や体験の機会を提供す
る活動への支援を⾏います。

・市が委託しているひとり親家庭学習
支援ボランティア事業において、原則
第３⽇曜⽇を食育の⽇とし、保護者同
伴の下、食に関する学習を⾏いまし
た。（計１２回）
・子ども食堂、子どもへの食支援を実
施している団体、市、社協で構成する
連絡会を⽴ち上げ、情報共有を⾏いま
した。
・食材を持ち寄り、子どもと一緒に料
理を作る取組が⾏われている子ども食
堂もあります。
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 ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進
（１）学校における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
各学校では食育担当者を位置付け、校内
食育推進体制を整えるとともに、学習指
導要領に基づき、各学校で作成された食
育全体計画・年間指導計画により食育を
推進します。

学校教育室 ・各学校で作成する「学校教育計画」
のうち、「食に関する指導の全体計
画」及び「食に関する指導の年間指導
計画」を⾒直し、計画的に取組を進め
ます。
・市内の学校、幼保施設の食育担当者
を対象とした食育実践交流会を開催
し、本推進計画の確認とともに各校の
実践交流と情報交換を⾏います。

・各学校へ「食に関する指導の全体計
画」及び「食に関する指導の年間計
画」の提出を求め、計画的・系統的に
取り組めるよう指導、助⾔を⾏いまし
た。
・学校、幼保施設の食育担当者を対象
とした食育実践交流会を２月２⽇に開
催し、本推進計画の確認とともに、各
学校（所、園）の実践交流と情報交換
を⾏いました。

給食や昼食の時間、家庭科・特別活動は
もとより、各教科や道徳科、総合的な学
習の時間等を活⽤し、体験活動を取り入
れながら食育を推進します。

学校教育室 ・学校、幼保施設の食育担当者等によ
る実践の交流で情報交換を⾏い、各校
での取組に取り入れていきます。
・地域や保護者と連携した体験活動を
実施し、活動成果を学校からの通信や
学校ホームページにて発信します。

・学校、幼保施設の食育担当者等によ
る実践の交流で情報交換を⾏い、各学
校での取組の参考としました。
・学校の実態に合わせて地域住⺠や保
護者と連携した栽培活動（野菜）、農
業体験活動（田植え、ぶどう栽培）等
の体験活動を⾏い、その成果を学校通
信やホームページで発信しました。

肥満とやせが心身の健康に及ぼす影響な
ど健康状態の改善に必要な知識を普及す
るとともに、食物アレルギー等、食に関
する健康課題を有する子どもに対しての
個別相談体制を充実させます。

教育総務室 ・健康状態の保持増進及び改善に必要
な情報を学校からの通信や学校ホーム
ページ等で発信します。
・食物アレルギー等を有する児童の保
護者と面談し、学校での対応を協議し
ます。

・健康状態の保持増進及び改善に必要
な情報を保健だよりや給食だより等で
発信しました。
・食物アレルギーを有する児童の保護
者と面談を⾏い、学校での対応等につ
いて協議を⾏いました。

6



 ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
効果的な食育推進を図るため、学校、家
庭、地域、関係団体等が連携し、協⼒し
た取組を推進します。

学校教育室 市内の学校、幼保施設の食育担当者を
対象とした食育実践交流会を開催し、
地域や各種団体との連携を基にした取
組や、連携の工夫、家庭への朝食の必
要性の啓発について情報交換を⾏い、
各校の取組に反映します。

学校、幼保施設の食育担当者を対象と
した食育実践交流会を開催し、地域や
各種団体との連携を基にした取組や、
連携の工夫、家庭への朝食の必要性の
啓発について情報交換を⾏い、各校の
取組に反映しました。

栄養教諭の専門性を活⽤する等、食に関
する指導の充実に取り組み、家庭での食
習慣の定着が図られるよう、学校から家
庭に食育に関する情報提供を⾏います。

学校教育室 ・担任と栄養教諭が連携し、朝ごはん
の⼤切さや食事のマナー等についてタ
ブレット等を活⽤しながら食の指導を
⾏い、指導内容について学校からの通
信やホームページ等で発信します。
・朝の健康観察や生活リズムチェック
等での朝食摂取の有無を確認する取組
の推進や朝食メニューコンクールへの
積極的な参加の促進を⾏い、朝食への
興味・関心の喚起を図ります。

・食育月間を中心に栄養教諭が担任と
連携し、朝ごはんの⼤切さや食事のマ
ナー、食の指導を⾏い、子どもが食に
対して関心を持てるようにしました。
子どもが学んだことを、学校からの通
信やホームページで発信し、家庭と共
有しました。
・朝の健康観察や生活リズムチェック
等での朝食摂取の有無を確認する取組
を推進するとともに、「みえの地物が
一番︕朝食メニューコンテスト」への
積極的な参加を啓発しました。（５校
２７３人が応募）

食物アレルギー疾患を持つ児童に対して
は、児童の実態を把握した上で、除去食
対応等安全な学校給食を提供します。

教育総務室 食物アレルギーがある児童には、「学
校給食における食物アレルギー対応指
針」（文部科学省）、「名張市学校給
食における食物アレルギー対応マニュ
アル」等に基づき、安全を最優先に引
き続き対応します。

食物アレルギーがある児童には、「学
校給食における食物アレルギー対応指
針」（文部科学省）、「名張市学校給
食における食物アレルギー対応マニュ
アル」等に基づき、安全を最優先に対
応しました。
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 ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
地場産物を学校給食の食材に活⽤した
「バリっ子給食」を推進することで、名
張の自然、文化、産業等に対する児童の
理解を深めるとともに、それらの生産等
に携わる人たちへの感謝の気持ちを育み
ます。

教育総務室 「バリっ子給食」「みえ地物一番給食
の⽇」の実施、通常給食における地場
産物の活⽤を意識した献⽴作成を⾏う
とともに、取組を学校からの通信や学
校ホームページ等にて周知を図りま
す。

・納入業者・生産者と調整しながら、
引き続き「バリっ子給食」「みえ地物
一番給食の⽇」を推進しました。ま
た、これらの⽇以外においても地場産
物の活⽤を意識して献⽴の作成及び食
材の発注を⾏いました。
・今年度は「バリっ子給食」を２８
回、「みえ地物一番給食の⽇」を２２
回、加え、名張産の無農薬無化学肥料
栽培の小松菜とさつまいもを使った給
食を３回実施し、地域のことについて
理解を深め、生産等に携わる人たちへ
の感謝の気持ちを育みました。

学校給食において郷⼟料理等の伝統的な
食文化を継承した献⽴を取り入れ、和食
の継承を推進します。

教育総務室 郷⼟料理や⾏事食等を食に関する指導
の全体計画に組み入れ、計画的に学校
給食で提供し、和食の継承を推進しま
す。

・昔から食べられてきた食材を使⽤
し、５月に「さびらきごはん」「かし
わもち」、６月に「かたやき」、７月
に「七夕にゅうめん」、１月に正月献
⽴等、⾏事食や伝統料理を取り入れ、
児童に食文化を伝えました。
・献⽴に和食を多く取り入れ、伝統的
な和食文化を給食を通じて伝えまし
た。

中学校給食の実施に向けた取組を進めま
す。

教育総務室 中学校給食の実施に向けての給食会計
の公会計化や、給食施設の整備⼿法等
の検討を⾏います。

中学校給食の実施に係る⺠間活⼒等導
入可能性調査の結果から、ＰＦＩ⼿法
（ＢＴＯ方式）で実施することとし、
市の方向性を定めた基本計画を策定し
ました。
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  ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

（２）幼稚園・保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進学校における食育の推進
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保
連携型認定こども園教育・保育要領に基
づき、各幼稚園、保育所（園）及び認定
こども園等で作成された食育計画に沿っ
た食育を推進します。

保育幼稚園室 ・各幼保施設において作成の食育計画
に基づき食育を推進します。
・学校、幼保施設の食育担当者を対象
とした食育実践交流会に参加し、情報
交換を⾏います。

・各幼保施設（２５施設）にて作成の
食育計画に基づき、食育を推進しまし
た。
・学校、幼稚園、保育所（園）及び認
定こども園の食育担当者等による実践
交流会が２月２⽇に開催され、みはた
虹の丘こども園が食育実践報告を⾏い
ました。また、各施設の食育の取組の
成果や課題等について情報交換を⾏い
ました。

自ら進んで食べようとする気持ちを育て
るために、食べ物への興味や関心を高め
る活動を取り入れます。

保育幼稚園室 教育・保育活動の中で、子どもたちの
食べ物への興味や関心の向上が⾒込ま
れる活動を多く取り入れます。

・食べ物や野菜に関する絵本を整え、
園庭では米や季節の野菜を栽培し水や
りや草引きをしながら育てました。
・育てた野菜を給食に取り入れるなど
年齢や発達に応じた教育保育活動を展
開し、食べ物への興味や関心を高める
取組を⾏いました。
・１１月２４⽇の「和食の⽇」に合わ
せて、１１月２２⽇の給食に煮干しだ
しを使った献⽴「⾖腐とさといもの味
噌汁」を取り入れ、子どもたちにだし
を取る前の昆布や煮干しを⾒せるなど
して、だしの話をしました。

自然の恵みとしての食材や、調理してく
れた人への感謝の気持ちを育むよう努め
ます。

保育幼稚園室 ・地域や保護者の協⼒を得ながら栽培
活動を多く取り入れます。
・栽培、収穫した食べ物を給食に取り
入れ、自然の恵みとしての食材料を認
識し、感謝の気持ちと命を⼤切にする
気持ちを育む取組を⾏います。

・園庭での米や季節野菜の栽培、食事
の前の「いただきます」の挨拶など、
年齢や発達に応じた教育保育活動を展
開し、食材や調理してくれた人への感
謝の気持ちを育む取組を⾏いました。
・保育所（園）及び認定こども園、地
域型保育施設の２５施設ではＮＰＯ法
人から寄贈された新米を調理して食
し、お礼の⼿紙を渡しました。
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  ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
友達と楽しく食べられるよう、和やかな
雰囲気づくりを心掛けます。

保育幼稚園室 クラスごとに教室で食べるだけでな
く、異年齢で一緒に食べたりする機会
を設けるなどして、食事が楽しいコ
ミュニケーションの場でもあるように
取り組みます。

新型コロナウイルス感染症の感染予防
のため、同じ方向を向いて食べる等の
対策をしました。座る間隔を空け、ロ
の字になるなど、友達の顔を⾒ながら
楽しく食事をする工夫をした園もあれ
ば、天気の良い⽇にテラスに出て、異
年齢が⾒える環境で給食を食べる機会
を設けた園もありました。また、食事
前の机や⼿指消毒等、清潔な環境の中
で子どもたちが安全に楽しく食事がで
きるようにしました。

地域の子育て家庭からの乳幼児の食に関
する相談への対応や情報提供等に努める
ほか、地域の関係機関等と連携しつつ、
積極的に食育を推進します。

保育幼稚園室 在宅の子育て家庭からの乳幼児の食に
関する相談の対応及び情報提供に努め
ます。

・６月２１⽇と１０月２５⽇に国津出
張なかよし広場において朝食について
の話や旬の食材を使ったおやつの紹
介、食に関する相談への対応を⾏いま
した。（合計６組参加）
・２月２７⽇に赤目保育所マイ保育ス
テーションで食育講座を開催しまし
た。子どもの食事の普段の様子を聞き
取りながら進め、食事の悩み等に寄り
添いました。（７組参加）

子どもの発育及び発達の過程に応じた食
事の提供、食育の実施が⾏えるよう家庭
や地域の協⼒を得ながら推進します。

保育幼稚園室 家庭との連絡を密に取りながら、子ど
もの発育及び発達の過程に応じた食事
を提供するように努めます。

・保護者から家庭での様子を朝の受入
時や連絡ノートからこまめに聴取し、
子どもの状態を把握し、発育及び発達
に応じた食材の選択、調理形態に配慮
しました。
市の統一献⽴使⽤施設 １１施設
園独自献⽴使⽤施設 １４施設
・各幼保施設における食育計画に基づ
き、各年齢に応じた食育活動を実施し
ました。また、３歳児以上は、保育所
や地域の畑で地域の人の協⼒を得なが
ら栽培に取り組みました。
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  ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
給食献⽴には、旬の食材を活⽤し、様々
な食材が味わえるようにするとともに、
⼿作りを心掛けます。

保育幼稚園室 栄養価が高く、美味しい「旬」の食材
を献⽴に活⽤し、様々な食材を味わえ
る給食献⽴の作成、⼿作りの給食の提
供に取り組みます。

春はなばなやタケノコを使った献⽴
（なばなの和風あえ、タケノコのかき
揚げ、若竹汁）を提供し、夏はスイカ
を、秋はりんごを使ったりんご蒸しパ
ンをおやつとして取り入れました。

保護者との連携を密にし、離乳食やアレ
ルギー対応食など子どもの状況に応じた
給食の提供に努めます。また、給食試食
会や献⽴表を通じて食に関する情報提供
を⾏います。

保育幼稚園室 ・離乳食やアレルギー対応食などは、
保護者との連携を密に取って提供しま
す。
・給食試食会や食育だより、献⽴表を
通じて保護者への食に関する情報提供
を⾏います。

・離乳食提供は、保育施設と保護者が
家庭での様子を共有して進めました。
また、食物アレルギー対応食は医師の
指示書を基に給食での対応を保護者、
施設⻑、調理員及び管理栄養⼠で協議
して細心の注意を払いながら提供しま
した。
・今年度は試食会を実施した園もあ
り、実施していない園は写真やおたよ
りを活⽤して給食の情報提供を⾏いま
した。
・給食献⽴表や給食だよりでレシピ紹
介をし、保護者への食に関する情報提
供を⾏いました。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承
（１）健康寿命の延伸に向けた取組

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
ごはんを主食としながら、主菜・副菜に
加え、適度に⽜乳・乳製品や果物が加
わった、バランスのとれた「⽇本型食生
活」の実践を促進します。

健康・子育て
支援室

「⽇本型食生活」関する情報を市ホー
ムページ等を⽤いて効果的な周知を⾏
います。

・「⽇本型食生活」に関するリーフ
レットを「二十歳のつどい」で配布し
ました。
・地域の健康教育で「⽇本型食生活」
について啓発しました（３８人参加）

市内の高校等と連携をとり、「⽇本型食
生活」の実践に向けた具体的な取組の情
報提供を⾏います。また、生徒・学生が
自ら発信することで、情報拡散へとつな
げる取組を支援します。

健康・子育て
支援室

市内の高校等に「⽇本型食生活」につ
いての情報提供を⾏います。

食生活改善協議会が高校等で料理実習
を実施し、健康保持のための適切な食
生活の普及を⾏いました。（生徒２２
人参加）

健康づくりを推進する計画である「健康
なばり２１計画」を通して、健全な食生
活の実践につながる取組を推進します。

健康・子育て
支援室

生活習慣病の発症予防と重症化予防に
重点を置き、健康教室等で健全な食事
や運動について指導を⾏います。

１５地域において健診結果説明会を実
施し、食事や運動など生活習慣につい
て指導しました。

⻭と⼝腔の健康づくりの推進を目的とし
た「⻭と⼝腔の健康づくり計画」と連動
し、食育を推進します。

健康・子育て
支援室

⼝腔機能の低下による低栄養を防ぐた
め、後期高齢者健診を個別医療機関で
受診した方を対象にオーラルフレイル
の重症化予防に取り組みます。

・地域の健康教育で、オーラルフレイ
ルについて啓発しました。
・後期高齢者健診を受診した７５歳以
上８５歳未満の方でオーラルフレイル
指導対象者へもぐもぐパワー教室を開
催し⻭科衛生⼠が指導を⾏いました。
（１１人）
・妊娠８か月の人を対象にリーフレッ
ト「妊娠中の⻭の健康」を送付しまし
た。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
介護・高齢支
援室

単身・高齢者世帯の方に、市の配食
サービス事業や各地域での配食ボラン
ティア活動により、栄養バランスの取
れた食事の提供を継続して⾏います。

単身・高齢者世帯の方を対象に、栄養
バランスの取れた食事の提供を⾒守り
と声掛けを兼ねて実施しました。
市配食サービス（週３回まで）
 平均利⽤者数 １６０．４人
 延べ １９，６５６食
配食ボランティア（概ね週１回）
 ９地域・９団体
 延べ２０，２２１食

健康・子育て
支援室

フレイル予防の取組として健康教室等
で食事や運動について指導を⾏いま
す。

・地域の健康教育で低栄養予防につい
て啓発しました。
・後期高齢者健診を受診した７５歳以
上８５歳未満の方でＢＭＩ１８．５未
満の対象者にもぐもぐパワー教室を開
催し栄養指導を⾏いました。（１人参
加）

栄養成分表示を活⽤し、自分に応じた食
品を選択できることで、減塩や肥満予防
等の健康づくりを推進します。

健康・子育て
支援室

健康教室等で健全な食事や食品の選択
について指導を⾏います。

市⺠公開講座で高⾎圧をテーマに高⾎
圧の予防や減塩の工夫について講演会
を実施しました。（１１９人参加）

地域で活動する食育の推進に関わるボラ
ンティア（「名張市食生活改善推進協議
会」「名張市ボランティア楽食会」等）
の活動を支援します。

健康・子育て
支援室

食育の推進に関わるボランティアを養
成する「栄養教室」を開講します。

食ボランティアを養成する栄養教室を
開催し、新たに４人が食ボランティア
として活動を始めることになりまし
た。

企業等と連携を取り、生活習慣病の予防
及び改善や健康づくりにつながる健全な
食生活の実践に向けた取組を推進しま
す。

健康・子育て
支援室

企業へ健全な食生活実践を啓発するた
めの情報提供を⾏います。

企業に出向き、がん検診の啓発や生活
習慣病予防について講座を開催しまし
た。（６０人受講）

低栄養予防やフレイル予防といった高齢
者の活⼒を維持する食育を推進します。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
まちじゅう元気!!リーダー、地域づくり
組織等の様々な団体と、多様に連携、協
働し、自然に健康になれる食環境づくり
に向けた取組を推進します。

健康・子育て
支援室

各地域でまちじゅう元気!!リーダー等
の活動を支援します。

介護予防・フレイルをテーマにまち
じゅう元気!!リーダーフォローアップ
研修会を開催しました。（１１５人参
加）
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

（２）食の安心・安全に関する取組
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告

生産から消費までの食べ物の循環を意識
し、健康な生活や環境に配慮した適切な
「食」の選択が⾏えるよう、食品の安全
性に関する情報を提供します。

市⺠相談室 市役所内の情報発信コーナー等で関連
するパンフレットを設置し、啓発を⾏
います。

市役所内の情報発信コーナー等で関連
するパンフレットを設置し、啓発を⾏
いました。

国・県等と連携を図り、食の安心・安全
確保のための情報提供を⾏います。

農林資源室 ⽇本型直接支払制度の一つである環境
保全型農業直接支払交付⾦事業の推進
を通じ、有機農業や化学肥料・化学合
成農薬を低減する取組の推進、ＧＡＰ
（農業生産工程管理）認証の取得の推
進による農産物の安全性、環境保全、
労働安全等の持続可能性を確保する取
組を支援します。

名張市有機農業推進会議を設置し、地
元有機農産物を使った「食」が楽しめ
る名張を目指して、今後取り組むべき
事業内容等について協議しました。

安全と健康を考えた食品選択の実⾏に向
け、食品表示について周知を図る取組を
支援します。

市⺠相談室 市役所内の情報発信コーナー等で関連
するパンフレットを設置し、啓発を⾏
います。

市役所内の情報発信コーナー等で関連
するパンフレットを設置し、啓発を⾏
いました。

安全と健康を考えた食品選択の実⾏に向
け、食品表示について周知を図る取組を
支援します。

商工経済室 地場産品を取り扱うとれたて名張交流
館として、スタッフが食品表示の正し
い知識を持ち、より理解を深めるた
め、研修やセミナーに参加します。

８月３⽇に三重県が主催する「食品表
示研修会」に参加し、食品表示などに
ついて理解を深め、会員に対し周知を
図りました。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

（３）食文化の継承に向けた食育の推進
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告

協働のまちづ
くり推進室

・地域づくり組織等に体験活動等、食
文化の継承に関わる視点を取り入れる
よう呼び掛けを⾏います。

各地域づくり組織において、各地域の
特⾊を生かしながら、収穫、調理体験
等が⾏われました。国津地域において
は鮎の塩焼き、また錦生地域では家庭
料理⼤集合など地元食材を使って料理
の提供等工夫を凝らしたイベントが⾏
われました。

文化生涯学習
室

放課後子ども教室において、地域の食
文化について学ぶ活動への支援を⾏い
ます。

放課後子ども教室において、地域の食
文化を学べる活動の実施を促し、地域
伝統の千年杵や打杵を使った餅つき⼤
会が⾏われるなど、郷⼟で根付く食文
化の継承に努めました。

学校教育室 ふるさと学習「なばり学」で郷⼟食や
伝統料理について知り、子どもたちが
体験を通して学ぶきっかけをつくりま
す。

ふるさと学習「なばり学」の学習をは
じめ、献⽴表や給食時の校内放送など
で、地元の食材や給食として出された
郷⼟料理の紹介を⾏い、郷⼟への理解
や関心が持てるようにしました。

共食（トモショク）を通して、和食、食
事のマナー等の食習慣が受け継がれてい
くように取組を支援します。

健康・子育て
支援室

市⺠へ「共食（トモショク）」につい
て市ホームページ等を⽤いて効果的な
周知を⾏います。

市公式ラインにて共食（トモショク）
の啓発を⾏いました。

人権・男⼥共
同参画推進室

名張市多文化共生センターと共に、多
文化共生展示会「名張で世界とつなが
ろう︕」で市内の外国人住⺠数の多い
国の料理や食文化について紹介し、国
際理解を進めます。

・名張市多文化共生センターと共に、
多文化共生展示会「名張で世界とつな
がろう︕」で市内の外国人住⺠数の多
い国の料理や食文化について紹介し、
国際理解を進めました。
・名張市の外国人住⺠数上位６位まで
の国（１位 ベトナム、２位 フィリ
ピン、３位 中国、４位 ブラジル、
５位 韓国・朝鮮、６位 タイ）を紹
介をしました。

商工経済室 食文化の魅⼒再発⾒を市内事業所の売
上増加への支援の一つとして事業者へ
提案します。

「食べてだあこ」名張のお菓子でおも
てなし条例による販売を実施しまし
た。（５回、市庁舎１階）

料理教室や体験活動等に、郷⼟食や伝統
料理を取り入れることにより、食文化の
普及と継承につなげます。

食品関連事業者等と連携し、名張の食文
化の魅⼒の再発⾒に取り組みます。あわ
せて、世界の食文化やフードダイバーシ
ティ（食の多様性）についての理解を促
します。

16



 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進
（１）農林業体験を通じた取組

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
農山村地域の持つ特性や資源を活⽤し、
農山村地域と都市住⺠との農林業体験等
を通じた交流を支援します。

農林資源室 「市⺠親子体験農業さつまいもづく
り」等の催しの開催を通じ、農山村と
都市住⺠の交流を図ります。

「市⺠親子体験農業さつまいもづく
り」を開催し、市内農山村と都市住⺠
の交流を図りました。
 （２６家族１０４人参加）
・５月２９⽇ 苗植付
・８月５⽇ 除草作業
・１０月１⽇ 収獲作業

市⺠が､余暇､生きがい､教育､子育て､福祉
等､様々な目的で「農」に触れあうことが
できるよう、体験等の場の創出を図りま
す。

農林資源室 ・住宅地域と農山村地域が共存する本
市の地域特性を活かし、定年後の余暇
活動や子育て世代の情操教育の場等、
誰もが気軽に農作業を体験できる市⺠
農園等の環境整備に努めます。
・農業と福祉分野との連携等、他分野
との連携による取組を推進します。

・南古山及び上⽐奈知地内の「市⺠農
園」を貸し出し、市⺠が農に触れる機
会の創出を図りました。
・みはたメイハンランド内「名張市め
ばえファーム」において、障害者の就
労に向けた訓練や⽇中の居場所づくり
としての農作業を名張市障害者アグリ
雇⽤推進協議会に委託し、農福連携に
よる取組を実施しました。

農林業作業体験希望者を受け入れている
生産者の活動を支援します。

農林資源室 農林業作業体験希望者を受け入れてい
る生産者の活動を支援します。

はぐくみ工房あららぎにおいて、地元
⽊材を使った一輪挿しケースや竹あか
りづくりの体験教室を開催するなど、
市内農山村と都市住⺠の交流を図りま
した。

農林資源室 みえ森と緑の県⺠税市町交付⾦を活⽤
した学校林整備事業や森林環境教育を
推進します。

小学校が実施する「学校林整備事業」
やフィールドワーク学習等の「森林環
境教育推進事業」を実施しました。

学校教育室 ふるさと学習「なばり学」をきっかけ
として、伊賀米、⽜、ぶどう、メロン
など飼育・栽培の⼟地を訪れ、生産者
の思いに触れたり、田植えなどの農業
体験の取組を推進します。

ふるさと学習「なばり学」をきっかけ
として、米、⽜、ぶどう、メロンなど
の飼育地・栽培地を訪れ、生産者の話
を聞き、命の⼤切さや飼育・栽培の苦
労などを学びました。

学校等での農林業体験学習や生産現場の
⾒学学習の機会の充実を図ります。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

（２）生産者、食品関連事業者と消費者との交流に関する取組
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告

名張の農産物やその生産活動などを広報
誌､インターネットなどを活⽤し紹介しま
す。

農林資源室 名張市の農産物を各種媒体を活⽤し、
周知します。

名張の新たな特産品として確⽴しつつ
ある「タネ菜」を、生産者による市庁
舎１階での直接販売をすること等によ
り、周知を図りました。また、万博首
⻑連合主催の万博弁当プロジェクト第
２弾で「タネ菜」が採⽤され、令和６
年１月１８⽇に万博弁当ビュッフェに
て提供されました。

農林資源室 生産者と消費者の交流を図れるよう直
売所のＰＲに努めるとともに、マル
シェ等の開催、支援に取り組みます。

農産物直売所マップを庁舎等に設置し
ＰＲに努めました。また、令和６年３
月２３⽇に名張市制施⾏７０周年記念
事業の一環で、市庁舎周辺を会場に
「オーガニックマルシェ」を開催しま
した。

商工経済室 名張の農産物の直売施設である、とれ
たて名張交流館において、生産者が直
接販売を⾏う「対面販売」企画を通じ
て、生産者と消費者との交流の機会を
図ります。

とれたて名張交流館において「対面販
売」を合計６回開催し、生産者と消費
者との交流の機会を図りました。

食品関連事業者等は、消費者と接点を有
していることから、食品関連事業者等が
⾏う健康に配慮した商品やメニューの提
供、食に関する情報や知識の提供といっ
た活動の取組を支援します。

商工経済室 とれたて名張交流館を通じ、消費者に
対して、食に関する情報やメニューの
提供などを図ります。

とれたて名張交流館において名張産の
旬の食材の活⽤方法等の情報を、ＰＯ
Ｐやインスタグラム等を活⽤し、広く
ＰＲを⾏いました。

名張の農産物や加工品の即売会、マル
シェ等のイベント開催の支援と情報発信
を⾏い、生産者と消費者との交流の機会
を図ります。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
農林資源室 市ホームページ等を活⽤し、名張ブラ

ンドの特産物を広く消費者に周知しま
す。

令和３年に新たな名張の特産品候補と
して浮上したタネ菜、山椒、ジュニ
パーベリーを引き続き育成し、特産品
として確⽴できるよう取り組むととも
に、消費者への有効な周知や販路開拓
について検討を進めました。

商工経済室 新たに設⽴した名張市産業活性化推進
協議会（通称︓ナウダツ）を通じ、お
⼟産や新しい商品などの開発支援とと
もに、地元産品の広報活動を推進しま
す。

Ｇ７三重・伊勢志摩交通⼤臣会議にお
いて名張の菓子等が提供されたことを
受け、とれたて名張交流館においてＰ
ＯＰやインスタグラム、ふるさと納税
サイトでＰＲを⾏いました。⼤阪モー
ターショーやＢ１グランプリ等のイベ
ントでは、地元産品の広報活動を推進
しました。また、市内酒蔵の材料を使
⽤した酒まんじゅうの販路の拡⼤を図
りました。

魅⼒的な名張ブランドの物産品を広く消
費者に紹介します。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

（３）地産地消の取組
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告

市内産農産物直売所と販売農家を支援し､
市⺠へ地場産物を提供します。また、農
産物直売所等の情報を､直売所マップや広
報誌､インターネットなどを活⽤し紹介し

ます。

農林資源室 ・伊賀ふるさと農業協同組合などと連
携し市内産農産物直売所と販売農家を
支援し、市⺠へ地場産物を提供しま
す。
・「⻘空ネット伊賀」など活⽤し、市
内の農産物直売所の情報を周知しま
す。

⻘空市マップの設置により市内の⻘空
市、農産物直売所の周知に努めまし
た。また、地域内での需給調整につい
て、次年度以降に実態把握及び検討を
進めていきます。

農林資源室 伊賀米、伊賀⽜など名張産の品質の高
い地場産物の市内での消費を促進しま
す。

伊賀米振興協議会や伊賀産肉⽜生産振
興協議会と連携し、地場産物の市内消
費を促進しました。

商工経済室 名張の農産物の直売施設である、とれ
たて名張交流館での取扱量と売上増を
図ります。

とれたて名張交流館において、構成団
体と協働し、イベントの開催や、各種
メディアでの情報発信を⾏い、売上増
を図りました。

農林資源室 農業者と流通、加工、販売業が連携し
て⾏う６次産業化を支援します。

有機農業者と加工業者との連携に向
け、有機農産物を使った加工品の試作
を実施しました。

商工経済室 販路拡⼤を⾒込み６次産業化を進める
事業者への支援として、商談会や販売
機会の案内を含めた情報提供を⾏いま
す。

商談会や販売機会の情報について、事
業者・団体等への情報共有を図りまし
た。

伊賀米、伊賀⽜など名張産の品質の高い
地場産物の市内での消費を促進します。

農産物の生産から加工、販売まで⾏う６
次産業化の取組を支援します。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告
学校給食等に地場産物を積極的に使⽤し
ます。

教育総務室 「バリっ子給食」「みえ地物一番給食
の⽇」の実施、通常給食における地場
産物の活⽤を意識した献⽴作成を⾏い
ます。

・納入業者・生産者と調整しながら、
「バリっ子給食」「みえ地物一番給食
の⽇」を推進しました。また、これら
の⽇以外においても地場産物の活⽤を
意識して献⽴の作成及び食材の発注を
⾏いました。
・今年度は「バリっ子給食」を２８
回、「みえ地物一番給食の⽇」を２２
回、加えて、名張産の無農薬無化学肥
料栽培の小松菜とさつまいもを使った
給食を３回実施し、地域のことについ
て理解を深め、生産等に携わる人たち
への感謝の気持ちを育みました。

農林資源室 地元産の農産物の加工等に係る消費者
向けの催し等の開催や情報発信を通
じ、地場産物の消費拡⼤を図ります。

・「タネ菜」の市庁舎１階や直売所で
の販売時には、名張の伝統野菜として
の説明に加え、調理方法やおすすめメ
ニューレシピについてもＰＲしまし
た。
・「山椒」の生産、販路及び消費の拡
⼤に向け、市内事業者により山椒を活
⽤したメニュー等の試作が⾏われまし
た。
・「三重地物が一番︕朝食メニューコ
ンクール」に応募した、作品のレシピ
を⻘空ネット伊賀を通して、農産物直
売所８か所に配布しました。

商工経済室 とれたて名張交流館での売り場造成の
中で農産物情報や調理方法などをＰＯ
Ｐ等で表現し、売上増・消費増を図り
ます。

とれたて名張交流館において、名張産
の旬の食材やイベント開催情報をＰＯ
Ｐやインスタグラム等を活⽤し、売上
増・消費増を図りました。

名張の農産物の情報や調理方法などを発
信し、地場産物の消費につなげます。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

（４）観光交流の促進や農山村の活性化に関する取組
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告

特産品である伊賀米、伊賀⽜、地酒、ぶ
ど う 、 お 菓 子 など を は じめ 、 地 元の
「食」を生かした観光資源の開発に取り
組みます。

観光交流室 ・「食」をテーマにした観光商品やツ
アーの企画に取り組みます。
・市内観光関連事業者を対象に、地元
農産物の使⽤状況や今後の導入意向等
について調査を⾏います
・名張高校の総合ビジネス系列の学生
が⻘蓮寺で作られたぶどうを使った商
品企画（企画した商品は、市内飲食店
で商品化する）及び販売実践する取組
を支援します。

・「食」をテーマにした観光商品やツ
アーの企画に取り組みました。
・市内観光関連事業者を対象に、地元
農産物の使⽤状況や今後の導入意向等
についてアンケート調査を⾏いまし
た。
・名張高校の総合ビジネス系列の学生
が⻘蓮寺で作られたぶどうを使った商
品企画を⾏い、市内飲食店で商品化し
た後、市内外のイベントで販売実践す
る取組を支援しました。

農山村地域の多様な主体が取り組む農
地、農業⽤施設、⾥山等の整備や保全活
動を支援します。

農林資源室 条件不利地の農⽤地の生産活動を支援
する中山間地域等直接支払制度や地域
の共同活動を支援する多面的機能支払
制度のほか、森林・山村多面的機能発
揮対策交付⾦を活⽤し、農地、農業⽤
施設、⾥山等の整備や保全活動を支援
します。

国の⽇本型直接支払交付⾦制度、三重
県緑化推進協会（三重森林づくりと学
びの⾥地域協議会）の森林・山村多面
的機能発揮対策交付⾦を活⽤し、農
地、農業⽤施設等の整備や保全活動の
取組を支援しました。
・中山間地域等直接支払交付⾦(１３
組織)
・多面的機能支払交付⾦(２３組織)
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

（５）食品ロス削減の取組
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画 令和5年度実施報告

環境対策室 食品ロス削減啓発冊子の食品ロス削減
レシピを拡充するとともに、イベント
や環境学習、ホームページなどを通じ
て食品ロス削減の推進・啓発を⾏いま
す。

名張近鉄ガス株式会社主催の「ばりっ
子レシピコンテスト」に審査員として
参加し、そのレシピを市ホームページ
などに掲載するなど、イベントや環境
学習、ホームページなどを通じて食品
ロス削減の推進及び啓発を⾏いまし
た。

市⺠相談室 教育センターと連携し週末教育事業の
エシカル工作教室のイベントでのパン
フレットの配布等で食品ロスの啓発を
⾏います。

教育センターと連携し、週末教育事業
のエシカル工作教室のイベントで食品
ロス等の啓発を⾏いました。（全４
回、教育センター）
１１月１１⽇
⽜乳パックで紙づくり（紙すき）
（児童１２人、保護者１０人参加）
１２月１６⽇
水引でお正月の箸袋をつくろう
（児童１７人、保護者１５人参加）
１月２７⽇
ラップの芯で万華鏡、ペン⽴てづくり
（児童１６人、保護者１６人参加）
２月１０⽇
エコおひなさまづくり
（児童１９人、保護者１７人参加）

小売店や飲食店等に対し、食品ロス削減
の協⼒依頼を⾏います。

環境対策室 事業系食品ロス減少を図るため、食品
ロス削減に協⼒いただける「完食︕二
十面相出没店」の登録拡⼤に取り組み
ます。

新型コロナウイルス感染症対策の規制
が緩和された年であったため、感染状
況等の様子や営業状況などを⾒ながら
飲食店等への訪問再開を検討していく
こととしました。令和５年度は市ホー
ムページにおいて「完食︕二十面相出
没店」を募集し、登録拡⼤に取り組み
ました。

イベントや環境学習等により、食品ロス
削減の推進・啓発を⾏います。
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策定時 目標値
（平成30年度） （令和6年度）

朝食を毎⽇食べている児童の割合（小学６年生対象）
「全国学⼒・学習状況調査」朝食を「毎⽇食べている」「どちらかといえば食
べている」と回答した割合

93.3% 95.3% 92.5% 95.4% 95.0% 95.1% 97.0%

朝食を毎⽇食べている生徒の割合（中学３年生対象）
「全国学⼒・学習状況調査」朝食を「毎⽇食べている」「どちらかといえば食
べている」と回答した割合

92.0% 96.1% 91.8% 93.0% 92.0% 92.1% 97.0%

② 学校給食における名張産食材を使⽤する割合
「学校給食における地場産物活⽤状況調査」食材数ベース

20.8% 23.7% 23.7% 23.3% 20.2% 23.3% 30.0%

③ 児童生徒の肥満傾向児の割合
「学校健康状態調査」肥満度２０％以上の児童生徒の割合

7.9% 8.4% 8.7% 8.9% 9.7% 9.4% 6.0%

④
４０歳以上の肥満者の割合
名張市国⺠健康保険被保険者のうち４０歳以上７５歳未満の人が特定健康診査
を受診しＢＭＩが２５％以上の人の割合

26.2% 27.6% 28.1% 29.3% 27.5% 27.1% 20.0%

⑤
特定健康診査受診率（国⺠健康保険）
【データヘルス計画】名張市国⺠健康保険被保険者のうち４０歳以上
７５歳未満の人が特定健康診査を受診した割合

42.4% 43.1% 43.3% 43.9% 44.1% 42.6% 60.0%

⑥ 健康な暮らしを送っていると感じている市⺠の割合
【市⺠意識調査】

77.8% 81.6% 81.5% 81.7% 82.0% 80.0% 83.0%
※（令和4年度）

名張の農産物（米・果樹・野菜等）の消費量や知名度が高
まっていると感じる市⺠の割合
【市⺠意識調査】

46.6% 42.4% 43.8% 42.1% 43.3%  47.3%
※（令和4年度）

参考）
名張市の農産物を消費している市⺠の割合（地産地消の割合）

68.1% 66.3% 73.8%
※（令和8年度）

令和５年度

①

※目標値は、総合計画で設定する目標値・目標年度としています。

目標値

項目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

⑦
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令和6年度取組  １．家庭における食育の推進

１．家庭における食育の推進
（１）健やかな心と体を育む生活習慣の形成

施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画
健康・子育て
支援室

「地域の広場」等において「早寝早起
き朝ごはん」を基本とした生活リズム
定着の必要性の啓発を⾏います。

学校教育室 「早寝早起き朝ごはん」について、学
校からの通信や学校ホームページ等を
活⽤し、保護者や地域に啓発を⾏い、
児童の基本的生活習慣の形成を図りま
す。

妊娠期及び授乳期における望ましい食生
活の実現のため、「妊産婦のための食生
活指針」等を活⽤した栄養指導を⾏いま
す。

健康・子育て
支援室

・⺟子健康⼿帳発⾏時に栄養指導を⾏
います。
・妊産婦へ健診の結果を基に栄養指導
を⾏います。

「授乳・離乳の支援ガイド」に基づき、
妊産婦や子どもに関わる多機関、多職種
の保健医療従事者が授乳及び離乳に関す
る基本的事項を共有し、妊娠中から離乳
の完了に⾄るまで、支援内容が異なるこ
とのないよう一貫した支援を推進しま
す。

健康・子育て
支援室

妊産婦や子どもに関わる多機関・多職
種の関係者が妊娠中から離乳の完了に
⾄るまで一貫した伴走型相談支援が実
施できるよう支援します。

乳幼児健康相談や乳幼児健康診査等にお
いて、健やかな生活習慣の形成に向けた
基本的な生活や食習慣についての指導を
⾏います。

健康・子育て
支援室

各健康診査及び健康相談において基本
的な生活や食習慣について指導を⾏
い、健やかな生活習慣の形成を図りま
す。

朝食を摂ることや早寝早起きを実践する
ことなど、子どもの健やかな生活習慣の
形成のため、「早寝早起き朝ごはん」の
運動等を学校や地域等の協⼒を得ながら
推進します。
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 １．家庭における食育の推進

（２）豊かな食生活を送るための望ましい食習慣の定着
施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画

健康・子育て
支援室

子育て世帯を対象にした「がんばりす
ぎないおうちごはん」をテーマにした
食育講座を実施します。

文化生涯学習
室

放課後子ども教室において、食習慣や
食事の楽しさを知る事業実施を勧める
とともに、生涯学習講座等で食育につ
いての取組を推進します。

家族等と食卓を囲み、楽しく食事をし、
コミュニケーションを図る「共食（トモ
ショク）」の推進に取り組みます。

健康・子育て
支援室

「共食（トモショク）」について市
ホームページ等を⽤いて効果的な周知
を⾏います。

食に関する学習や体験活動を通じて、家
庭と地域等が連携した食育の推進を図り
ます。

子ども家庭室 食に関する学習や体験の機会を提供す
る活動への支援を⾏います。

子どもが料理をする体験を通じて、望ま
しい食習慣を学び、食事を楽しむ機会を
提供する活動を進めます。
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 ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進
（１）学校における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画
各学校では食育担当者を位置付け、校内
食育推進体制を整えるとともに、学習指
導要領に基づき、各学校で作成された食
育全体計画・年間指導計画により食育を
推進します。

学校教育室 ・各学校で作成する「学校教育計画」
のうち、「食に関する指導の全体計
画」及び「食に関する指導の年間指導
計画」の⾒直しを⾏い、計画的に取組
を進めます。
・学校、幼保施設の食育担当者を対象
とした食育実践交流会を開催し、本推
進計画の確認とともに各学校の実践交
流と情報交換を⾏います。

給食や昼食の時間、家庭科・特別活動は
もとより、各教科や道徳科、総合的な学
習の時間等を活⽤し、体験活動を取り入
れながら食育を推進します。

学校教育室 ・学校、幼保施設の食育担当者等によ
る実践の交流で情報交換を⾏い、各校
での取組に取り入れていきます。
・地域や保護者と連携した体験活動を
実施し、活動成果を学校からの通信や
学校ホームページにて発信します。

肥満とやせが心身の健康に及ぼす影響な
ど健康状態の改善に必要な知識を普及す
るとともに、食物アレルギー等、食に関
する健康課題を有する子どもに対しての
個別相談体制を充実させます。

教育総務室 ・健康状態の保持増進及び改善に必要
な情報を学校からの通信や学校ホーム
ページ等で発信します。
・食物アレルギー等を有する児童の保
護者と面談し、学校での対応を協議し
ます。

効果的な食育推進を図るため、学校、家
庭、地域、関係団体等が連携し、協⼒し
た取組を推進します。

学校教育室 市内の学校、幼保施設の食育担当者を
対象とした食育実践交流会を開催し、
地域や各種団体との連携を基にした取
組や、連携の工夫、家庭への朝食の必
要性の啓発について情報交換を⾏い、
各校の取組に反映します。
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 ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画
栄養教諭の専門性を活⽤する等、食に関
する指導の充実に取り組み、家庭での食
習慣の定着が図られるよう、学校から家
庭に食育に関する情報提供を⾏います。

学校教育室 ・担任と栄養教諭が連携し、朝ごはん
の⼤切さや食事のマナー等についてタ
ブレット等を活⽤しながら食の指導を
⾏い、指導内容について学校からの通
信やホームページ等で発信します。
・朝の健康観察や生活リズムチェック
等での朝食摂取の有無を確認する取組
の推進や朝食メニューコンクールへの
積極的な参加の促進を⾏い、朝食への
興味・関心の喚起を図ります。

食物アレルギー疾患を持つ児童に対して
は、児童の実態を把握した上で、除去食
対応等安全な学校給食を提供します。

教育総務室 食物アレルギーがある児童には、「学
校給食における食物アレルギー対応指
針」（文部科学省）、「名張市学校給
食における食物アレルギー対応マニュ
アル」等に基づき、安全を最優先に対
応します。

地場産物を学校給食の食材に活⽤した
「バリっ子給食」を推進することで、名
張の自然、文化、産業等に対する児童の
理解を深めるとともに、それらの生産等
に携わる人たちへの感謝の気持ちを育み
ます。

教育総務室 「バリっ子給食」「みえ地物一番給食
の⽇」の実施、通常給食における地場
産物の活⽤を意識した献⽴作成を⾏う
とともに、取組を学校からの通信や学
校ホームページ等にて周知を図りま
す。

学校給食において郷⼟料理等の伝統的な
食文化を継承した献⽴を取り入れ、和食
の継承を推進します。

教育総務室 郷⼟料理や⾏事食等を食に関する指導
の全体計画に組み入れ、計画的に学校
給食で提供し、和食の継承を推進しま
す。

中学校給食の実施に向けた取組を進めま
す。

教育総務室 中学校給食の実施に係る施設整備及び
運営を⾏う事業者の選定に向けた取組
を進めます。
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  ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

（２）幼稚園・保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進学校における食育の推進
施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保
連携型認定こども園教育・保育要領に基
づき、各幼稚園、保育所（園）及び認定
こども園等で作成された食育計画に沿っ
た食育を推進します。

保育幼稚園室 ・各幼保施設において作成の食育計画
に基づき食育を推進します。
・学校、幼保施設の食育担当者を対象
とした食育実践交流会に参加し、情報
交換を⾏います。

自ら進んで食べようとする気持ちを育て
るために、食べ物への興味や関心を高め
る活動を取り入れます。

保育幼稚園室 教育・保育活動の中で、子どもたちの
食べ物への興味や関心の向上が⾒込ま
れる活動を多く取り入れます。

自然の恵みとしての食材や、調理してく
れた人への感謝の気持ちを育むよう努め
ます。

保育幼稚園室 ・地域や保護者の協⼒を得ながら野菜
等の栽培活動を多く取り入れます。
・栽培、収穫した食べ物を給食に取り
入れ、自然の恵みとしての食材料を認
識し、感謝の気持ちと命を⼤切にする
気持ちを育む取組を⾏います。

友達と楽しく食べられるよう、和やかな
雰囲気づくりを心掛けます。

保育幼稚園室 クラスごとに教室で食べるだけでな
く、異年齢で一緒に食べたりする機会
を設けるなどして、食事が楽しいコ
ミュニケーションの場でもあるように
取り組みます。

地域の子育て家庭からの乳幼児の食に関
する相談への対応や情報提供等に努める
ほか、地域の関係機関等と連携しつつ、
積極的に食育を推進します。

保育幼稚園室 在宅の子育て家庭からの乳幼児の食に
関する相談の対応及び情報提供に努め
ます。

子どもの発育及び発達の過程に応じた食
事の提供、食育の実施が⾏えるよう家庭
や地域の協⼒を得ながら推進します。

保育幼稚園室 家庭との連絡を密に取りながら、子ど
もの発育及び発達の過程に応じた食事
を提供するように努めます。
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  ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画
給食献⽴には、旬の食材を活⽤し、様々
な食材が味わえるようにするとともに、
⼿作りを心掛けます。

保育幼稚園室 栄養価が高く、美味しい「旬」の食材
を献⽴に活⽤し、様々な食材を味わえ
る給食献⽴の作成、⼿作りの給食の提
供に取り組みます。

保護者との連携を密にし、離乳食やアレ
ルギー対応食など子どもの状況に応じた
給食の提供に努めます。また、給食試食
会や献⽴表を通じて食に関する情報提供
を⾏います。

保育幼稚園室 ・離乳食やアレルギー対応食などは、
保護者との連携を密に取って提供しま
す。
・給食試食会や食育だより、献⽴表を
通じて保護者への食に関する情報提供
を⾏います。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承
（１）健康寿命の延伸に向けた取組

施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画
ごはんを主食としながら、主菜・副菜に
加え、適度に⽜乳・乳製品や果物が加
わった、バランスのとれた「⽇本型食生
活」の実践を促進します。

健康・子育て
支援室

「⽇本型食生活」関する情報を市ホー
ムページ等を⽤いて効果的な周知を⾏
います。

市内の高校等と連携をとり、「⽇本型食
生活」の実践に向けた具体的な取組の情
報提供を⾏います。また、生徒・学生が
自ら発信することで、情報拡散へとつな
げる取組を支援します。

健康・子育て
支援室

市内の高校等に「⽇本型食生活」につ
いての情報提供を⾏います。

健康づくりを推進する計画である「健康
なばり２１計画」を通して、健全な食生
活の実践につながる取組を推進します。

健康・子育て
支援室

生活習慣病の発症予防と重症化予防に
重点を置き、健康教室等で健全な食事
や運動について指導を⾏います。

⻭と⼝腔の健康づくりの推進を目的とし
た「⻭と⼝腔の健康づくり計画」と連動
し、食育を推進します。

健康・子育て
支援室

⼝腔機能の低下による低栄養を防ぐた
め、後期高齢者健診を受診した方を対
象にオーラルフレイルの重症化予防に
取り組みます。

介護・高齢支
援室

単身・高齢者世帯の方に、市の配食
サービス事業や各地域での配食ボラン
ティア活動により、栄養バランスの取
れた食事の提供を継続して⾏います。

健康・子育て
支援室

フレイル予防の取組として健康教室等
で食事や運動について指導を⾏いま
す。

栄養成分表示を活⽤し、自分に応じた食
品を選択できることで、減塩や肥満予防
等の健康づくりを推進します。

健康・子育て
支援室

健康教室等で健全な食事や食品の選択
について指導を⾏います。

地域で活動する食育の推進に関わるボラ
ンティア（「名張市食生活改善推進協議
会」「名張市ボランティア楽食会」等）
の活動を支援します。

健康・子育て
支援室

食育の推進に関わるボランティアの活
動の支援を⾏います。

低栄養予防やフレイル予防といった高齢
者の活⼒を維持する食育を推進します。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画
企業等と連携を取り、生活習慣病の予防
及び改善や健康づくりにつながる健全な
食生活の実践に向けた取組を推進しま
す。

健康・子育て
支援室

企業へ健全な食生活実践を啓発するた
めの情報提供を⾏います。

まちじゅう元気!!リーダー、地域づくり
組織等の様々な団体と、多様に連携、協
働し、自然に健康になれる食環境づくり
に向けた取組を推進します。

健康・子育て
支援室

各地域でまちじゅう元気!!リーダー等
の活動を支援します。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

（２）食の安心・安全に関する取組
施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画

生産から消費までの食べ物の循環を意識
し、健康な生活や環境に配慮した適切な
「食」の選択が⾏えるよう、食品の安全
性に関する情報を提供します。

市⺠相談室 市庁舎内の情報発信コーナー等で関連
するパンフレットを設置し、啓発を⾏
います。

国・県等と連携を図り、食の安心・安全
確保のための情報提供を⾏います。

農林資源室 有機農業や化学肥料・化学合成農薬を
低減する取組の推進、ＧＡＰ（農業生
産工程管理）認証の取得の推進による
農産物の安全性、環境保全、労働安全
等の持続可能性を確保する取組を支援
します。

安全と健康を考えた食品選択の実⾏に向
け、食品表示について周知を図る取組を
支援します。

市⺠相談室 市役所内の情報発信コーナー等で関連
するパンフレットを設置し、啓発を⾏
います。

安全と健康を考えた食品選択の実⾏に向
け、食品表示について周知を図る取組を
支援します。

商工経済室 とれたて名張交流館において、スタッ
フが食品表示の正しい知識を持ち、会
員や来店者に対し周知を図るため、研
修会やセミナーに参加します。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

（３）食文化の継承に向けた食育の推進
施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画

協働のまちづ
くり推進室

地域づくり組織等に体験活動等、食文
化の継承に関わる視点を取り入れるよ
う呼び掛けを⾏います。あわせて、各
地域における取組についても積極的に
発信するよう呼び掛けを⾏います。

文化生涯学習
室

放課後子ども教室において、地域の郷
⼟食や、伝統的な道具等を使った料理
に関わる事業実施を促します。

学校教育室 ふるさと学習「なばり学」で郷⼟食や
伝統料理について知り、子どもたちが
体験を通して学ぶきっかけをつくりま
す。

共食（トモショク）を通して、和食、食
事のマナー等の食習慣が受け継がれてい
くように取組を支援します。

健康・子育て
支援室

市⺠へ「共食（トモショク）」につい
て市ホームページ等を⽤いて効果的な
周知を⾏います。

人権・男⼥共
同参画推進室

名張市多文化共生センターと共に、多
文化共生展示会「名張で世界とつなが
ろう︕」で市内の外国人住⺠数の多い
国の料理や食文化について紹介し、国
際理解を進めます。

商工経済室 名張の食文化の魅⼒再発⾒を、市内事
業者の売上げ増加への支援の一つとし
て事業者へ提案します。

料理教室や体験活動等に、郷⼟食や伝統
料理を取り入れることにより、食文化の
普及と継承につなげます。

食品関連事業者等と連携し、名張の食文
化の魅⼒の再発⾒に取り組みます。あわ
せて、世界の食文化やフードダイバーシ
ティ（食の多様性）についての理解を促
します。
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４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進
（１）農林業体験を通じた取組

施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画
農山村地域の持つ特性や資源を活⽤し、
農山村地域と都市住⺠との農林業体験等
を通じた交流を支援します。

農林資源室 「市⺠親子体験農業さつまいもづく
り」等の催しの開催を通じ、市内の農
山村と住宅地域住⺠の交流を図りま
す。

市⺠が､余暇､生きがい､教育､子育て､福
祉等､様々な目的で「農」に触れあうこ
とができるよう、体験等の場の創出を図
ります。

農林資源室 ・住宅地域と農山村地域が共存する本
市の地域特性を生かし、定年後の余暇
活動や子育て世代の情操教育の場等、
誰もが気軽に農作業を体験できる市⺠
農園等の環境整備に努めます。
・農業と福祉分野との連携等、他分野
との連携による取組を推進します。

農林業作業体験希望者を受け入れている
生産者の活動を支援します。

農林資源室 農林業作業体験希望者を受け入れてい
る生産者の活動を支援します。

農林資源室 みえ森と緑の県⺠税市町交付⾦を活⽤
した学校林整備事業や森林環境教育を
推進します。

学校教育室 ふるさと学習「なばり学」をきっかけ
として、伊賀米、⽜、ぶどう、メロン
などの飼育地や栽培地を訪れ、生産者
の思いに触れることや、田植えなどの
農業体験の取組を推進します。

学校等での農林業体験学習や生産現場の
⾒学学習の機会の充実を図ります。
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（２）生産者、食品関連事業者と消費者との交流に関する取組
施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画

名張の農産物やその生産活動などを広報
誌､インターネットなどを活⽤し紹介し
ます。

農林資源室 名張の農産物を各種媒体を活⽤し、周
知します。

農林資源室 生産者と消費者の交流を図れるよう直
売所のＰＲに努めるとともに、マル
シェ等の開催、支援に取り組みます。

商工経済室 とれたて名張交流館において、生産者
と消費者との交流の機会を図ります。

食品関連事業者等は、消費者と接点を有
していることから、食品関連事業者等が
⾏う健康に配慮した商品やメニューの提
供、食に関する情報や知識の提供といっ
た活動の取組を支援します。

商工経済室 とれたて名張交流館を通じ、食に関す
る情報を店内表示等で消費者に提供し
ます。

農林資源室 市ホームページ等を活⽤し、名張ブラ
ンドの特産物を広く消費者に周知しま
す。

商工経済室 とれたて名張交流館やその構成団体、
また、名張市産業活性化推進協議会
（通称ナウダツ）や各種イベント等を
通じ、地元産品の広報活動を⾏いま
す。

名張の農産物や加工品の即売会、マル
シェ等のイベント開催の支援と情報発信
を⾏い、生産者と消費者との交流の機会
を図ります。

魅⼒的な名張ブランドの物産品を広く消
費者に紹介します。
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（３）地産地消の取組
施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画

市内産農産物直売所と販売農家を支援
し､市⺠へ地場産物を提供します。ま
た、農産物直売所等の情報を､直売所
マップや広報誌､インターネットなどを
活⽤し紹介します。

農林資源室 ・伊賀ふるさと農業協同組合などと連
携し、市内産農産物直売所と販売農家
を支援するとともに、市⺠へ地場産物
を提供します。
・「⻘空ネット伊賀」などを活⽤し、
市内の農産物直売所の情報を周知しま
す。

農林資源室 伊賀米、伊賀⽜など名張産の品質の高
い地場産物の市内での消費を促進しま
す。

商工経済室 とれたて名張交流館において、市内で
の消費を促進します。

農林資源室 農業者と流通、加工、販売業が連携し
て⾏う６次産業化を支援します。

商工経済室 商談会や販売機会の拡⼤などの情報提
供を⾏います。

学校給食等に地場産物を積極的に使⽤し
ます。

教育総務室 「バリっ子給食」「みえ地物一番給食
の⽇」の実施、通常給食における地場
産物の活⽤を意識した献⽴作成を⾏い
ます。

伊賀米、伊賀⽜など名張産の品質の高い
地場産物の市内での消費を促進します。

農産物の生産から加工、販売まで⾏う６
次産業化の取組を支援します。
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施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画
農林資源室 地元産の農産物の加工等に係る消費者

向けの催し等の開催や情報発信を通
じ、地場産物の消費拡⼤を図ります。

商工経済室 とれたて名張交流館において、地場産
物をＰＲします。また、ふるさと納税
提供品においても名張の地物産業の魅
⼒を伝え、市外での消費拡⼤につなげ
ます。

名張の農産物の情報や調理方法などを発
信し、地場産物の消費につなげます。
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（４）観光交流の促進や農山村の活性化に関する取組
施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画

特産品である伊賀米、伊賀⽜、地酒、ぶ
ど う、 お菓 子 など を は じめ 、 地 元の
「食」を生かした観光資源の開発に取り
組みます。

観光交流室 ・伊賀米や有機野菜の生産者が主体と
なった農業体験の企画・造成を支援し
ます。また、体験で収穫した「伊賀
米」や「伊賀⽜」などの特産品を組み
合わせたツアーも造成します。
・名張高校の総合ビジネス系列の学生
が特産品等を使った商品企画及び販売
実践の取組を支援します。

農山村地域の多様な主体が取り組む農
地、農業⽤施設、⾥山等の整備や保全活
動を支援します。

農林資源室
農村整備室

条件不利地の農⽤地の生産活動を支援
する中山間地域等直接支払制度や地域
の共同活動を支援する多面的機能支払
制度のほか、森林・山村多面的機能発
揮対策交付⾦を活⽤し、農地、農業⽤
施設、⾥山等の整備や保全活動を支援
します。
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（５）食品ロス削減の取組
施策の取組内容 担当室 令和6年度事業計画

環境対策室 食品ロス削減啓発冊子の食品ロス削減
レシピを拡充するとともに、イベント
や環境学習、市ホームページなどを通
じて食品ロス削減の推進・啓発を⾏い
ます。

市⺠相談室 教育センターと連携し、週末教育事業
のエシカル工作教室のイベントでのパ
ンフレットの配布等により、食品ロス
の啓発を⾏います。

小売店や飲食店等に対し、食品ロス削減
の協⼒依頼を⾏います。

環境対策室 事業系食品ロス減少を図るため、食品
ロス削減に協⼒いただける「完食︕二
十面相出没店」の登録拡⼤に取り組み
ます。

イベントや環境学習等により、食品ロス
削減の推進・啓発を⾏います。
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